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第８回定例岡山県教育委員会議事録

１ 日 時 令和３年８月６日（金）

開会１４時４５分 閉会１５時１３分

２ 場 所 教育委員室

３ 出 席 者 教育長 鍵本 芳明

委員（教育長職務代理者） 上地 玲子

委員（教育長職務代理者） 服部 俊也

委員 松田 欣也

委員 梶谷 俊介

委員 田野 美佐

教育次長 池永 亘

教育次長 梅﨑 聖

学校教育推進監 平田 善久

教育政策課 課長 大西 治郎

副課長 江草 大作

総括主幹 土井 隆史

教職員課 課長 大重 義法

高校教育課 課長 中村 正芳

義務教育課 課長 川上 慎治

特別支援教育課 課長 中村 誉

４ 傍聴の状況 ０名

５ 附議事項

（１）令和３年度末校長・教員等人事異動要綱について

（２）令和４年度使用教科用図書の採択について
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６ 議事の大要

開会

非公開案件の採決

（教育長）

本日の議題の審議に入る前に、議題の公開の可否について決定したい。本日の議

題のうち、附議事項（２）は、教育行政の公正を確保する必要があることから、教

育委員会会議規則第１２条に基づき、非公開とするよう発議する。

委員から、議題を非公開とする発議はないか。

（委員全員）

（特になし）

（教育長）

この発議は、討論を行わずにその可否を決定することとなっているので、直ちに

採決に入る。

附議事項（２）は、非公開とすることに賛成の委員は挙手願う。

（委員全員）

挙 手

（教育長）

全会一致により、本案件は非公開とすることに決した。

附議事項（１）令和３年度末校長・教員等人事異動要綱について

・教職員課長から資料により一括説明

（委員）

文中の「など」、「等」という表現はどちらかに統一した方が良いのではないか。

（教職員課長）

明確な基準はないが、単語的なものが並んでいる場合、後ろには「等」を付けて

いる。ある程度の文章の塊の後ろには「など」を付ける考え方で整理をしている。

（委員）

この要綱は毎年変えていくものなのか。

（教職員課長）

要綱は人事を進めていく上での大本である。大きな基本方針は毎年変わるもので

はないが、重点の部分は、今年度の人事ではどこに力を入れていくのかを示すもの

であり、年によっては大きく変更となる。

（委員）

コロナ禍などの社会変化も要綱に反映させるべきではと思われるが、どう考えて

いるのか。

（教職員課長）

コロナ禍に限らず、危機管理の意識は必要不可欠であり、その点については要綱

の「３ 実施要領」の（６）の部分で非常に重要な観点になってくる。そのため、

あえて「コロナ」という文言を入れる必要はないと考えている。
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（委員）

小・中学校長会の中で、市町村によって教員が受け持つ授業時間に差がある話が

出ていたが、要綱に反映する必要はないのか。

（教職員課長）

その内容については要綱の「１ 基本方針」の（１）にあたる。ここに「全県的

視野に立って」という言葉を入れており、全県を平準化して取り組んでいく観点も

あれば、それぞれの地域の課題をしっかり見ていきながら、課題を全県的視野に立

ってどう解決していくのかという両面の意味を含めている。

（委員）

小・中学校長会の中で、再任用教員ハーフが必要である、という話があったがど

のような意味か。また、再任用教員ハーフについて要綱に反映する必要はないのか。

（教職員課長）

常勤の再任用教員は教職員の定数の中で配置をすることになるが、再任用教員ハ

ーフは定数の外になる。そのため、小・中学校長会から再任用教員ハーフを増やし

てほしいという声があったと思われる。再任用教員ハーフに限らず、加配や、非常

勤講師などを、学校間格差や地域格差、学校の課題解決のためにどう配置していく

かを考えながら人事異動を行っている。なお、再任用教員ハーフについての記載は

ないが、再任用に関する記載は要綱の「３ 実施要領」の（４）に記載している。

（教育長）

これより採決に入る。議第７号について、原案に賛成の委員は挙手願う。

（委員全員）

挙 手

（教育長）

全会一致により、議第７号は原案のとおり決した。

以下、非公開のため省略。

閉会


